
  

 

事業所・アンケート票 

（調査対象地域外運行事業所用）  

 

 

○このアンケート調査は、２つの調査票から構成されています。 
調査票の種類 ご記入頂く方 備 考 

１．事業所・アンケート票 
（調査対象地域外運送事業所用） 

車両保有、運行情報

の担当者 
－ 

   

   

 
  

調査票の種類 ご記入頂く方 備 考 

運行管理者等 
運行ルートを事業所で指定されている場合、

あるいは荷主が指定している場合 
２．ドライバー／運行管理者 

・アンケート票 

ドライバーの方 
運行ルートをドライバーに一任されている

場合 

 

◎ お手数ですが、以下の欄にご記入下さい。 

事業所名  

所 在 地                                  

1．一般乗合旅客運送業 2．一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業）
業  種 

3．その他（       ） 

連 絡 先 

（所 属） 

（お名前） 

（ＴＥＬ） 

回答方法 

調査日に、兵庫県尼崎市内の国道２号、国道４３号、阪神高速 
神戸線、湾岸線のいずれかの道路を通行した場合 
（通行しなかった場合には、「２．ドライバー／運行管理者・アンケート票」は、

ご記入頂かなくて結構です。） 

未定稿 



  

 

 

貴事業所の大型車の保有状況についてお尋ねします。  

※大型車とは 
ナンバープレート番号が０，１，２，８，９の自動車をいいます。 

（問１）貴事業所で保有している自動車の車種別の初度登録年月日別の台数及び低公害車等

の台数について（レンタル，リースを含む）すべてを下表にご記入下さい。 

以下の状況がわかる既存の資料がございましたら、その資料を添付して頂いても結

構です。 

ナンバープレート 
うち、低公害車等 
（該当する場合、台数を記入） 初度登録年月日 

 
（台  数） 番号 寸法※１ 

認定を受けた 
低排出ガス車※２ 

ディーゼル 
微粒子除去 
装置装着車※３ 

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台

年  月  日 

(     台 ) 

０ １ ２ 

８ ９ 

１．中板 

２．大板 台 台
 

 

調査日の大型車の運行についてお尋ねします。  

（調査日：平成 16 年  月  日  朝 6 時～翌朝６時）  

（問２）調査日、貴事業所保有の大型車は、業務のために兵庫県尼崎市内の国道２号、

国道４３号、阪神高速神戸線、湾岸線のいずれかの道路を通行しましたか。 

 

1．通行した  へお進み下さい。 

 

2．通行しなかった   

 

 

 

で「１．通行した」を選ばれた方にお尋ねします。 

調査日の運行ルートは誰が決めていますか？ 

（該当するもの全てに○をつけて下さい） 

1．貴事業所 

2．ドライバー 

3．荷主 

 

 

 

※１）ナンバープレート寸法の大板
おおばん

、中板
ちゅうばん

 

…大板は普通自動車で車両総重量８トン以上最大積載量５トン以上または、乗車定

員 30 名以上のもので、大きさ（たて 22cm、よこ 44cm）のプレート。 

 中板は、それ以外で、大きさ（たて 16.5cm、よこ 33cm）のプレート。 

 他に小板（小型二輪及び軽自動車）、大きさ（たて 12.5cm、よこ 23cm）のプレー

トがある。 

※２）低排出ガス車の認定 

…国土交通省が平成 12 年 4 月 1 日から NOx、CO 等有害物質の排出量の規制値と比較

した削減率により、「超・低排出ガス車（ULEV）」、「優・低排出ガス車（LEV）」、「良・

低排出ガス車（TLEV）」と区分し、認定している。 

 また、低排出ガス車かつ低燃費車に対して、自動車税の軽減措置がある。 

※３）ディーゼル微粒子除去装置装着車 

…DPF 装着車。DPF は、自動車の排気管の一部に装着されるフィルター装置で、排出

ガス中の PM を除去する役割をもつ。 
 

 

問２ 

問３ 問２ 

問１ 

未定稿 

質問は、終了です。 
ありがとうございました。 

問３ 


